
（平成２６年１月２２日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認関東地方第三者委員会神奈川地方事務室分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 8 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 6 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 9 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 4 件



 

関東神奈川国民年金 事案 7170 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年４月から 49 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等   

    氏    名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年 12月から同 49年３月まで 

  私は、昭和 50 年１月にＡ市からＢ市の実家に戻り、市役所で国民年金の

加入手続を行った。 

  加入手続後の国民年金保険料については、自宅に送付されてきた納付書

により定期的に金融機関又は市役所の窓口で納付していた。 

  申立期間の国民年金保険料については、加入手続を行う前の期間である

昭和 47 年 12 月から 49 年 12 月までの納付書が自宅に送付されてきたため、

市役所に電話をしたところ、担当職員から、「昭和 47 年 12 月から 49 年

12 月までの保険料は納付することができる期間のため、一括で納付して下

さい。」と説明され、その保険料を、私の父親に立て替えてもらい、同納

付書により金融機関の窓口で一括で納付したにもかかわらず、49 年４月か

ら同年 12月までの保険料のみが納付したことになっている。 

  申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

  

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、昭和 50 年１月に市役所で国民年金の加入手続を行い、申立期

間の国民年金保険料は、加入手続前の期間である 47 年 12 月から 49 年 12

月までの納付書が自宅に送付されてきたため、当該期間の保険料をその父

親に立て替えてもらい、同納付書により金融機関の窓口で一括で納付した

と主張しているところ、申立人の国民年金の加入手続が行われた時期は、

申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号が付与された任意加入被保険

者の被保険者資格取得日から、50 年５月頃と推認でき、その時点において、

申立期間のうち、48 年４月から 49 年３月までの保険料は、過年度納付す

  



 

ることが可能である上、国民年金制度発足時から国民年金に加入し、51 年

12 月に厚生年金保険の被保険者となるまで自身の国民年金保険料を全て納

付していて納付意識が高いと考えられるその父親は、申立人が実家に戻っ

た時に、申立人が保険料を一括で納付しなければならなかったため、保険

料を立て替えたと証言していることから、申立人は、当該期間の保険料を

納付していたものと考えられる。 

 

  ２ 一方、申立期間のうち、昭和 47年 12月から 48年３月までの期間につい

ては、申立人が加入手続を行ったと推認される 50 年５月の時点において、

第２回特例納付により国民年金保険料を納付することが可能であったが、

申立人からは、特例納付に係る具体的な主張が無い上、申立期間のうち、

47 年 12 月から 48 年３月までの保険料を特例納付した場合、通常、社会保

険事務所（当時）に申立人の特殊台帳が保存されるはずであるにもかかわ

らず、申立人の同台帳を確認することができないことから、申立人が特例

納付により、当該期間の保険料の納付を行ったと考えることは難しい。 

また、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる形跡が無い上、申立人が申立期間のうち、昭和 47 年 12 月から

48 年３月までの国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 48 年４月から 49 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 

  



 

関東神奈川国民年金 事案 7171 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から 37 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：        

    

    

           

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 37年３月まで 

   私は、国民年金の加入手続をどこで行ったかの記憶は無いものの、昭和

36 年当時、私が居住していた地域の町内会長から国民年金について聞かさ

れた記憶がある。 

   申立期間の国民年金保険料については、私が、毎月、町内会長であった

集金人に夫婦二人分を納付していたにもかかわらず、夫のみ納付済みとさ

れ、私は未加入による未納とされていることに納得できない。 

 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 36 年 11 月２日に申立人が申立期

間当時居住していたとする市において夫婦連番で払い出されていることが国

民年金手帳記号番号払出簿により確認できる上、申立人は、同年４月１日付

けで国民年金の強制加入被保険者資格を取得していることが、オンライン記

録により確認できることから、申立期間は、当該払出時点において国民年金

保険料を現年度納付することが可能な期間である。 

 また、申立人は、自身が申立期間の夫婦二人分の国民年金保険料を町内会

長であった集金人に納付していたと主張しているところ、申立人が当該期間

当時居住していたとする市では、自冶会を国民年金の事務協力団体とした集

金人制度が存在したことが確認できることから、申立人の主張と符合する上、

その夫の当該期間については、現年度納付されていることが同市の夫に係る

国民年金被保険者名簿により確認できることから、申立人のみが当該期間の

保険料を納付していなかったとは考え難い。 

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

  

  

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8764 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成４年 12 月１日から７年１月 31 日までの期間につ

いて、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立

人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当該期間の標

準報酬月額に係る記録を４年 12 月から６年９月までは 34 万円、同年 10

月から同年 12 月までは 32 万円に訂正することが必要である。 

 申立期間のうち、平成６年 11 月１日から同年 12 月１日までの期間につ

いて、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められることから、同年 11

月の標準報酬月額に係る記録を 34 万円に訂正することが必要である。 

 なお、事業主が上記訂正後の標準報酬月額に基づく平成６年 11 月に係

る厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額（32 万円）に基づく厚生年金

保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否かについては、明らかで

ないと認められる。 

  

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 23 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成４年 12 月１日から７年１月 31 日まで 

           ② 平成７年１月 31 日から同年２月１日まで 

  Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間①の標準報酬月額は、当時

の給与支給額に比べ、著しく低額である。 

  また、申立期間②は、退職日が平成７年１月 31 日なので、厚生年金

保険の被保険者資格喪失日は、同年２月１日のはずである。 

  平成６年 12 月分給料明細書及び雇用保険被保険者離職票を提出する

ので、調査の上、厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

  

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、オンラ

イン記録によると、当初、平成４年 12 月から６年９月までは 34 万円、同

年 10 月から同年 12 月までは 32 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚

  



                      

生年金保険の適用事業所ではなくなった日（平成７年１月 31 日）より後

の同年２月６日付けで、11 万円に遡及して訂正されている上、申立人と

同様に９人の被保険者についても標準報酬月額が遡及して訂正されている

ことが確認できるが、社会保険事務所において、このような訂正処理を行

う合理的な理由は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人の当該期間の標準報酬月額につい

て、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の当該期間に係る標

準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、平成４年 12 月

から６年９月までは 34 万円、同年 10 月から同年 12 月までは 32 万円に訂

正することが必要であると認められる。 

   また、上記の期間のうち、平成６年 11 月１日から同年 12 月１日までの

期間については、申立人の所持する給料明細書により、申立人は当該期間

に標準報酬月額 47 万円に見合う報酬を受け、標準報酬月額 34 万円に見合

う厚生年金保険料を控除されていたことが認められる。 

   一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき標準報酬月額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額

及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であるこ

とから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとな

る。 

   したがって、平成６年 11 月の標準報酬月額については、申立人が所持

する同年 12 月分給料明細書において確認できる保険料控除額から、34 万

円とすることが妥当である。 

   なお、当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社は既に厚生年金保険の

適用事業所ではなくなっている上、事業主は既に死亡しており、これを確

認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざ

るを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が、給料明細書で確認できる厚生年金保険料控除額に見合う報酬月額

の届出を社会保険事務所に対して行ったか否かについては、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められ

ない。 

   申立期間②について、雇用保険の記録では、申立人は、Ａ社を平成７年

１月 31 日に離職したことになっているが、同社は同年１月 31 日に厚生年

金保険の適用事業所ではなくなっている上、Ｂ協会が提出した同年２月２

日付けＣ県労働保険特別会計歳入徴収官宛て「事故事業場報告書」におい

て、同年１月 30 日には既に同社は稼働していなかった旨の記載があるこ

  



                      

とから、申立期間②当時、Ａ社は事業所としての実態を失っていたものと

考えられる。 

  また、申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を給与から控除されてい

たことを確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8765 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における厚生年金保険被保険者資格の喪

失日は、昭和 41 年 11 月１日と認められることから、申立期間の資格喪失

日に係る記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年 10 月 30 日から同年 11 月１日まで 

  夫は、昭和 41 年 10 月１日にＡ社に入社し、57 年５月にＢ社を退職

するまで継続して勤務していたにもかかわらず、申立期間が厚生年金保

険の被保険者期間となっていない。調査の上、申立期間を被保険者期間

として認めてほしい。 

 （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社が保管する勤務記録カード及び同社の回答から、申立人は、申立期

間においてＡ社に継続して勤務していたことが認められる。 

 これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社における資格喪失日は、昭

和 41 年 11 月１日であると認められる。 

 なお、オンライン記録においては、昭和 41 年 10 月は、厚生年金保険法

第 19 条第２項の規定により、既に厚生年金保険被保険者期間とされてい

る。 

  

  

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8766 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における厚生年金保険被保険者資格の喪

失日は、昭和 41 年 11 月１日と認められることから、申立期間の資格喪失

日に係る記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年 10 月 30 日から同年 11 月１日まで 

  私は、昭和 41 年 10 月１日にＡ社に入社し、42 年９月にＣ社を退職

するまで継続して勤務していたにもかかわらず、申立期間が厚生年金保

険の被保険者期間となっていない。調査の上、申立期間を被保険者期間

として認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社の回答及び上司の供述から、申立人は、申立期間においてＡ社に継

続して勤務していたことが認められる。 

 これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社における資格喪失日は、昭

和 41 年 11 月１日であると認められる。 

 なお、オンライン記録においては、昭和 41 年 10 月は、厚生年金保険法

第 19 条第２項の規定により、既に厚生年金保険被保険者期間とされてい

る。 

  

  

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8767 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められることから、申立人の申立期間の標準賞与額に係る

記録を、平成 17 年７月４日は 26 万円、19 年３月 20 日は 16 万 5,000 円、

20 年７月 10 日は 27 万 5,000 円に訂正することが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年７月４日 

            ② 平成 19 年３月 20 日 

            ③ 平成 20 年７月 10 日 

   Ａ事業所における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標

準賞与額の記録が無い。申立期間の標準賞与に係る記録を訂正してほし

い。 

 

 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主から提出された源泉徴収簿及び申立人が所持している賞与明細書

から、申立人は、申立期間①は 26 万円、申立期間②は 16 万 5,000 円、申

立期間③は 27 万 5,000 円の賞与の支払を受け、当該賞与額に見合う厚生

年金保険料を事業主により賞与から控除されていることが認められる。 

 なお、申立人の申立期間①から③までの厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は不明としているが、複数の同僚に

ついて賞与が支給されていることが確認できるにもかかわらず、当該期間

において標準賞与額の記録がある者が存在しないことから、事業主は当該

賞与支払届を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所（当時）は、申

立人の申立期間に係る標準賞与額に見合う保険料について納入の告知を行

っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

  

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8768 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められることから、申立人の申立期間の標準賞与額に係る

記録を、平成 17 年７月４日は 26 万円、19 年３月 20 日は 17 万 5,000 円、

20 年７月９日は 27 万 5,000 円に訂正することが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年７月４日 

           ② 平成 19 年３月 20 日 

           ③ 平成 20 年７月９日 

  Ａ事業所における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標

準賞与額の記録が無い。申立期間の標準賞与に係る記録を訂正してほし

い。 

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主から提出された源泉徴収簿及び申立人が所持している賞与明細書

から、申立人は、申立期間①は 26 万円、申立期間②は 17 万 5,000 円、申

立期間③は 27 万 5,000 円の賞与の支払を受け、当該賞与額に見合う厚生

年金保険料を事業主により賞与から控除されていることが認められる。 

 なお、申立人の申立期間①から③までの厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は不明としているが、複数の同僚に

ついて賞与が支給されていることが確認できるにもかかわらず、当該期間

において標準賞与額の記録がある者が存在しないことから、事業主は当該

賞与支払届を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所（当時）は、申

立人の申立期間に係る標準賞与額に見合う保険料について納入の告知を行

っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

  

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8769 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険の資格

取得日に係る記録を昭和 42 年３月 22 日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を２万 6,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年３月 22 日から同年４月 21 日まで 

  厚生年金保険の記録によると、申立期間が被保険者期間となっていな

いが、当該期間は、Ｂ社Ｃ営業所（厚生年金保険の適用事業所名は、Ｂ

社）から同社Ｄ工場（厚生年金保険の適用事業所名は、Ａ社）に異動し

た時期である。 

  申立期間における勤務及び給与の支給は継続しており、厚生年金保険

料も控除されていたはずである。当該期間を厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の雇用保険加入記録及び複数の同僚の供述から判断すると、申立

人は、Ｂ社に継続して勤務し（Ｂ社Ｃ営業所から同社Ｄ工場へ異動）、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

 なお、申立期間に係る異動日については、Ｂ社Ｃ営業所から同社本社に

異動した同僚が、「申立人は私より後だが、ほぼ同時期に異動した。」と

供述をしているところ、当該同僚の同社本社における資格取得日が昭和

42 年３月 21 日となっていることから、同年３月 22 日とすることが妥当

である。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

 

  

  

 



                      

42 年４月の社会保険事務所（当時）の記録から２万 6,000 円とすること

が妥当である。 

  なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについて、Ｂ社本社は不明としており、このほかに確認

できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 

  また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情がな

いことから、行ったとは認められない。 

 

 

  



 

関東神奈川国民年金 事案 7172 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から同年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から同年 10月まで 

 私の国民年金の加入手続については、国民年金制度発足前にその広報活

動に参加していたこともあり、その準備期間である昭和 36 年２月頃に区役

所の出張所で行った。 

 申立期間の国民年金保険料については、自宅に来た集金人に半年分の保
お ぼ

険料を納付したことを 憶 えており、保険料は月額 100円だった。 

 申立期間の国民年金保険料が未加入による未納とされていることに納得

できない。 

   

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金制度発足前の昭和 36 年２月頃に市役所の出張所で国民

年金の加入手続を行ったと主張しているが、申立人の国民年金の加入手続が

行われた時期は、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号が付与された

任意加入被保険者の被保険者資格取得日から、同年 11 月と推認され、申立

人の主張する加入手続時期と一致しない。 

 また、申立人の特殊台帳によると、申立人の資格取得日は、「昭和 36 年

11 月 14 日 任意」と記載され、「保険料納付状況」欄の昭和 36 年度から

40 年度までの欄には、一括して「完」の印が押されていることが確認できる

が、当該「完」の印については、昭和 36 年 11 月以降の国民年金保険料を未

納無く納付したことを示す印であると思われるとの回答を、申立人が当時居

住していた地域を管轄する年金事務所から得ていることから、申立期間は任

意加入適用期間の未加入期間であり、申立人は、推認される加入手続時点に

おいて、遡って国民年金に加入することや保険料を納付することができない。 

 さらに、申立期間の国民年金保険料を納付するには、別の国民年金手帳記

  

  

  



 

号番号が払い出されている必要があるが、申立人に別の手帳記号番号が払い

出されていたことをうかがわせる事情も見当たらず、その形跡も無い。 

 加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

  

  

  



 

関東神奈川国民年金 事案 7173 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 11 年４月から 12 年３月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 53年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11年４月から 12年３月まで 

  私は、大学生であった平成 10 年３月頃、国民年金保険料の納付と保険料

の免除に関する案内が来たので、居住していた市の市役所で国民年金の加

入手続をし、後日、保険料の免除の申請手続を行い、年金手帳の交付を受

けた。 

  平成 11 年４月からも大学生であり、収入が無かったので、２回目の国民

年金保険料の免除の申請手続を市役所又は社会保険事務所（当時）で行っ

た。 

  申立期間の国民年金保険料については、免除の申請手続を行ったはずな

のに、未納となっていることに納得できない。 

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は平成 11 年４月頃、申立期間の国民年金保険料の免除の申請手続を

市役所又は社会保険事務所で行ったと述べているが、ⅰ）申立人は、保険料
お ぼ

免除の承認通知について 憶 えておらず、申立人が保険料免除の申請手続の
お ぼ

際、記入内容に関し相談したとするその父親も、同手続について 憶 えてい

ないこと、ⅱ）当該期間当時、社会保険事務所では保険料免除の申請手続を

行うことができなかったことから、当該期間の保険料免除の申請手続の状況

が不明である。 

 また、申立期間は、平成９年１月の基礎年金番号導入後の期間であり、同

番号に基づき、国民年金保険料の収納事務の電算化が図られている状況下で

あることから、記録管理が適切に行われていなかったとは考えにくい。 

 さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料の免除申請書を提出したこと、

及び保険料の免除の承認を受けたことを示す関連資料が無く、ほかに当該期

 

  

  

 



 

間の保険料を免除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料について免除されていたものと

認めることはできない。 

  

  



 

関東神奈川国民年金 事案 7174 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 63 年１月から平成３年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年１月から平成３年３月まで 

  私が 20 歳になった昭和 63 年＊月に、国民年金の加入手続を行っていな

かったにもかかわらず、社会保険庁（当時）から年金手帳及び納付書が送

付されてきた。申立期間の国民年金保険料については、納付書により毎月

約１万円の保険料を金融機関で納付していた。 

  申立期間の国民年金保険料が未納となっていることに納得がいかない。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 63 年＊月に、国民年金の加入手続を行っていなかったにも

かかわらず、社会保険庁から年金手帳及び納付書が送付され、申立期間の国

民年金保険料については毎月金融機関で納付していたと主張しているが、申

立人の国民年金の加入手続が行われた時期は、申立人の国民年金手帳記号番

号の前後の番号が付与された 20 歳到達者の被保険者資格取得日等から、平

成３年５月頃と推認でき、その時点で、申立期間のうち、昭和 63 年１月か

ら平成元年３月までの保険料は時効により納付することができない上、推認

される加入手続時点において、当該期間のうち、同年４月から３年３月まで

の保険料は過年度納付により納付することが可能であるが、申立人は、遡っ
お ぼ

てまとめて保険料を納付した 憶 えはないと述べていることから、申立内容

と一致しない。 

 また、申立人の昭和 63 年＊月に係る国民年金第１号被保険者資格の取得処

理は、平成３年６月４日に行われていることがオンライン記録により確認で

きることから、当該処理が行われる以前の申立期間については、申立人は国

民年金に未加入であり、当該期間の国民年金保険料を納付することはできな

い。 

  

  



 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付するためには、別の国民年金手

帳記号番号が払い出されている必要があるが、当該期間の始期から手帳記号

番号が払い出された時期を通じて同一区内に居住していた申立人に対して、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらず、

その形跡も無い。 

  加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料(家計簿、確定申告書等)が無く、ほかに当該期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

  これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 

  



 

関東神奈川国民年金 事案 7175 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48年 11月から 50年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年 11月から 50年３月まで 

 私は、昭和 47 年９月に会社を退職後、すぐに、市役所で国民年金の加入

手続を行った。加入手続後、申立期間の国民年金保険料は、両親が、毎月

又は２か月ごとに自宅に集金に来ていた近所の団体の事務所の人（集金

人）に、自分たちの保険料と一緒に納付してくれていた。 

 私は、申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、両親が、申立期間の国民年金保険料を、自宅に来ていた集金人

に毎月又は２か月ごとに納付していたと述べているが、当該期間当時申立人

が居住していた市では、保険料を３か月ごとに収納していたことが確認でき、

申立人の記憶する納付周期と一致しない上、当該期間の保険料を集金人に納

付していたとする両親から証言を得ることが困難であることから、当該期間

当時の保険料の納付状況が不明である。 

 また、申立人は、昭和 47 年９月に会社を退職後、すぐに国民年金の加入手

続を行ったと主張しているが、申立人の加入手続時期は、申立人の国民年金

手帳記号番号の前後の番号が付与された任意加入被保険者の被保険者資格取

得日から、50年４月と推認され、申立内容と一致しない。 

 さらに、申立人は、推認される加入手続時点において、過年度納付及び現

年度納付により申立期間の国民年金保険料を納付することは可能であるもの

の、当該期間当時居住していた市では、集金人が過年度保険料を収納するこ

とはできなかったことが当該市の回答により確認できる上、申立人は、保険

料を遡ってまとめて納付したことはなかったと述べている。 

  

  

  



 

   加えて、申立人の主張のとおり申立期間の国民年金保険料を納付するには、

別の国民年金手帳記号番号が払い出されている必要があるが、当該期間の始

期から申立人の手帳記号番号が払い出された時期までを通じて、同一市内に

居住していたとする申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる事情は見当たらず、その形跡も無い。 

  その上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

  これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 

  



 

関東神奈川国民年金 事案 7176 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49 年８月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年８月から 53年３月まで 

  私は、勤務先を退職した昭和 49 年８月頃に、国民年金の加入手続を区役

所で行ったと思う。その際発行された年金手帳を現在所持している。 

  申立期間の国民年金保険料は、私が、納付書により金融機関で納付して
お ぼ

いたが、納付頻度及び保険料の月額については、憶 えていない。 

  申立期間の国民年金保険料が未納となっていることに納得がいかない。 

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、勤務先を退職した昭和 49 年８月頃に、国民年金の加入手続を区

役所で行ったと述べているが、申立人が居住していた区の被保険者台帳管理

簿において、申立人の国民年金手帳記号番号の払出日は、53 年９月１日であ

ることが確認できる上、申立人の国民年金の加入手続時期は、申立人の手帳

記号番号の前後の番号が付与された任意加入被保険者の被保険者資格取得日

から、同年６月と推認され、申立人の国民年金の加入手続時期についての主

張と一致しない。 

 また、申立人は、前述の国民年金の加入手続時点において、申立期間のう

ち、昭和 49 年８月から 51 年３月までの国民年金保険料を時効により納付す

ることができない上、申立期間の前後を通じて同一区内に居住していたとす

る申立人に対して、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情は見当たらず、その形跡も無い。 

 さらに、申立人は、上記加入手続時点において、申立期間のうち、昭和 51

年４月から 53 年３月までの国民年金保険料を、過年度納付により納付する

ことが可能であるが、申立人は、保険料を遡ってまとめて納付したことは無

いと述べている。 

  

  

  



 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料(家計簿、確定申告書等)が無く、ほかに当該期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

  

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8770 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等   

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和９年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 28 年９月９日から 32 年９月８日まで 

  年金記録を確認したところ、Ａ社に勤務した申立期間の脱退手当金を

受給したことになっている。脱退手当金のことは知らなかったし、受け

取った記憶も無いので、調査の上、年金記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金が支給決定された

ことが記載されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算

上の誤りは無く、Ａ社の資格喪失日から約１か月後の昭和 32 年 10 月 14

日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

 また、申立人の脱退手当金が支給決定された当時は通算年金制度創設前

であり、20 年以上の厚生年金保険被保険者期間が無ければ年金は受給で

きなかったのであるから、昭和 45 年 10 月１日まで厚生年金保険の被保険

者となっていない申立人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかが

えない。 

 このほか、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

 これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

  

  

  

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8771 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年６月頃から 39 年９月頃まで 

 私は、申立期間において、Ａ社に勤務していたが、当該期間が厚生年

金保険の被保険者期間となっていない。調査の上、申立期間を被保険者

期間として認めてほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の記憶及び同僚の証言から判断すると、期間は特定できないもの

の、申立人がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

 しかしながら、申立人は、「厚生年金保険には希望して加入する取扱い

であったが、私は希望しなかった。」と述べている。 

 また、複数の同僚もＡ社においては厚生年金保険に希望して加入する取

扱いであった旨述べているところ、当該同僚が申立人と同様の業務に従事

していたと記憶している複数の従業員には同社に係る厚生年金保険の被保

険者記録が無い。 

 さらに、申立人が記憶している業務内容が違う同僚についても、厚生年

金保険の被保険者記録が確認できない者が見られる。 

 加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿及び健

康保険厚生年金保険被保険者原票においても、申立人の名前は確認できず、

健康保険の整理番号に欠番は無い。 

 このほか、Ａ社の事業主は既に死亡しており、申立人の申立期間におけ

る勤務実態及び保険料控除について照会することができない上、申立人は、

厚生年金保険料が事業主により給与から控除されていた事実を確認できる

給与明細書等の資料を所持しておらず、申立人の申立期間における厚生年

金保険料の控除をうかがえる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  

  

  

  

  

 



                      

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8772 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録訂正

を認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住 所 ：  

    

    

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年７月１日から３年 10 月 26 日まで 

  オンライン記録では、申立期間の標準報酬月額が、実際の給与額より

著しく低くなっている。 

  調査の上、標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

  

  

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録では、申立人の標準報酬月額は、当初、平成２年７月か

ら同年９月までは 47 万円、同年 10 月から３年６月までは 50 万円、同年

７月から同年９月までは 53 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年

金保険の適用事業所ではなくなった日（平成４年３月 31 日）より後の同

年４月 15 日付けで申立期間の全てについて、遡って８万円に引き下げら

れていることが確認できる。 

 しかしながら、商業登記簿謄本により、申立人は、申立期間において、

Ａ社の代表取締役であったことが確認できる上、申立人は、「事業所の代

表者印は、私が管理していた。」と述べている。 

 また、申立人は、「会社を厚生年金保険から脱退する手続を自ら行っ

た。」と述べているところ、従業員全員の厚生年金保険被保険者資格の喪

失処理が行われた平成４年４月 15 日と同日付けで、申立人の標準報酬月

額が引き下げられていることから、申立人の標準報酬月額の減額処理につ

いて、社会保険事務所（当時）が、事業主であった申立人の同意を得ずに、

又は申立人の一切の関与も無しに、無断で処理を行ったものと認めること

はできない。 

 これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、会社の業務を執行する

責任を負っていた代表取締役として自らの標準報酬月額に係る記録訂正処

理の無効を主張することは信義則上許されず、申立期間における厚生年金

保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  

  

  

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8773 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 59 年３月１日から 61 年 10 月 20 日まで 

           ② 昭和 61 年 10 月 20 日から 62 年４月 22 日まで 

  申立期間①はＡ社に、申立期間②はＢ社（現在は、Ｃ社）に勤務して

いたが、申立期間①及び②が厚生年金保険被保険者期間となっていない。

会社に勤務するときはいつも正社員として勤務していた。 

  調査の上、申立期間①及び②を被保険者期間として認めてほしい。 

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、複数の同僚の供述から、期間は特定できないもの

の、申立人がＡ社に勤務していたことがうかがえる。 

 しかしながら、申立人が記憶している複数の同僚はＡ社に係る厚生年金

保険被保険者となっていない上、これらの者は当該期間において国民年金

に加入し国民年金保険料を納付していたことが確認できる。 

 また、Ａ社は、平成 14 年４月１日に厚生年金保険の適用事業所ではな

くなっている上、事業主からの回答が得られないため、申立人の勤務実態

及び保険料控除について確認することができない。 

 申立期間②について、Ｃ社が保管している定時社員名簿に、申立人につ

いて、入社年月日昭和 61 年 10 月 20 日、退職 62 年４月８日と記載されて

いることから、申立人が当該期間において、Ｂ社に勤務していたことが確

認できる。 

 しかし、Ｃ社は、「定時社員名簿に記載されている者は、パート職とし

て入社した者である。パート職は入社後６か月を経過した時点で厚生年金

保険被保険者資格取得の手続を行うこととしていた。申立人は、勤務期間

が６か月を満たないうちに退社したので、資格取得の手続は行っていな

  

  

  

  

  



                      

い。」と回答している上、自身がパートであったとする複数の被保険者が

入社後すぐには厚生年金保険に加入しなかった旨供述している。 

  また、定時社員名簿に名前がある 38 人のうち 36 人は、Ｂ社の厚生年金

保険被保険者になっておらず、残り２人は、入社から６か月以後に被保険

者資格を取得していることが確認できる。 

  さらに、申立人は、申立期間①及び②において、国民年金に任意加入し

て保険料を納付し又は国民年金第３号被保険者となっていることが確認で

きる。 

  このほか、申立人は、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所

持しておらず、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

 

 

 

 

  




